
ー (1) 

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
同
化
主
義
の
意
義

ー

国

家
統
合
原
理
と
し
て
の
共
和
国
的
価
値
と
そ
の
限
界
I

論

説

江

口

隆

裕
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(
1
)
民
法
典
に
至
る
経
緯

2

同
化
主
義
の
法
的
根
拠

あ
る
国
が
外
国
人
を
国
民
と
し
て
受
入
れ
る
政
策
の
あ
り
方
と
し
て
は
、
言
語
、
文
化
を
は
じ
め
と
す
る
社
会
的
な
価
値
に

つ
い
て
自

国
へ
の
同
化
を
求
め
る
同
化
主
義

(assimilationism)

と
、
言
語
や
文
化
の
多
様
性
を
認
め
る
多
文
化
主
義

(multi,culturalism)

に

分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
筆
者
は
、
前
者
の
代
表
例
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
を
、
後
者
の
代
表
例
と
し
て
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
研
究
対
象
と
し
、

(l
)
 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
多
文
化
主
義
に
つ
い
て
は
別
稿
で
紹
介
し
た
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
同
化
主
義
が
ど
の
よ
う
な
法
的
根
拠
に
基
づ
き
、
ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
と
し
て
実
際
に

適
用
さ
れ
て
い
る
か
を
検
討
す
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
が
立
法
と
い
う
形
で
表
明
し
て
い
る

「
フ
ラ
ン
ス
」
と
は
何
か
、

「
フ
ラ

(
2
)
 

ン
ス
人
」
と
は
何
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
は
、
「
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
」
な
る
も
の
を
理
解
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
本
稿
で
紹
介
す
る
の
は
、
関
係
法
令
及
び
そ
れ
に
基
づ
く
行
政
取
扱
い
の
実
際
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
ス
カ
ー
フ

(
v
o
il
e

i
s
l
a
m
i
q
u
e
 o
u
 hij
a
b
)

着
用
を
巡
る
問
題
な
ど
、
同
化
主
義
の
適
用
に
関
す
る
実
態
上
の
問
題
は
、
本
稿
で
は
取
り
扱
わ
な
い
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、

フ
ラ
ン
ス
人
の
国
籍
要
件
を
定
め
る
法
的
根
拠
の
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
憲
法
か
、

法
律
か
、
法
律
の
場
合
ど
の
制
定

(3
)
 

法
に
よ
る
か
に
つ
い
て
は
、
変
遷
を
繰
り
返
し
て
き
た
。
直
近
で
は
、
一
九
九
三
年
七
月
二
二
日
の
国
籍
法
を
改
正
す
る
法
律
に
よ

っ
て、

一
九
四
五
年
に
制
定
さ
れ
た
国
籍
法
典

(
C
o
d
e
d
e
 la
 nationalite fr

苔
c;:aise)

の
内
容
が

「第
I
編
の
二

は
じ
め
に

フ
ラ
ン
ス
国
籍
」
と
し
て
民
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フランスにおける同化主義の意義 (3) 

法
典

(
C
o
d
e
c
ivil)

に
組
み
込
ま
れ
、
国
籍
法
典
は
廃
止
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
で
は
、
民
法
典
が
フ
ラ
ン
ス
人
の
国
籍
要
件
を

こ
の
よ
う
に
民
法
典
で
国
籍
要
件
を
定
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
国
籍
法
典
か
民
法
典
か
と
い
う
制
定
法
の
形
式
的
相
違
に
と
ど
ま
ら

ず
、
フ
ラ
ン
ス
人
と
い
う
概
念
の
捉
え
方
の
違
い
を
反
映
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

フ
ラ
ン
ス
の
国
籍
を
取
得
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
フ

ラ
ン
ス
人
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
、
私
法
上
の
権
利
主
体
性
と
政
治
的
権
利
主
体
性
の
い
ず
れ

（
又
は
両
者
）
を
結
び
つ
け
る
の
か
と
い

う
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
こ
の
問
題
の
沿
革
を
簡
単
に
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
後
最
初
の
憲
法
で
あ
る

一
七
九

一
年
憲
法
で
は
、
国
民
立
法
議
会
は
間
接
民
主
制
を
と
り
、
そ
の
議
貝
を
選
挙
す
る
選

挙
人
の
選
挙
権
を
有
す
る
「
能
動
的
市
民
」
の
要
件
と
、
「
フ
ラ
ン
ス
市
民
」
の
要
件
の
い
ず
れ
も
憲
法
で
定
め
て
い
た
。
そ
し
て
、
後
者

の
要
件
は
父
系
血
統
主
義
と
生
地
主
義
に
基
づ
き
決
定
し
、
前
者
の
要
件
は
、
後
者
の
う
ち
二
五
歳
以
上
の
男
子
で
納
税
要
件
や
国
家
貢

献
要
件
等
を
満
た
す
者
に
限
定
し
て
い
た
。

第
一
共
和
政
下
で
未
施
行
に
終
わ

っ
た
急
進
的
内
容
の

一
七
九
三
年
憲
法
で
は
、

(5) 

フ
ラ
ン
ス
人
の
要
件
に
つ
い
て
生
地
主
義
を
と

っ
た

上
で
、

立
法
府
議
員
の
選
挙
を
直
接
普
通
選
挙
と
し
た
。
そ
の
選
挙
権
に
つ
い
て
は
、
資
力
要
件
な
ど
を
設
け
ず
、
ニ
―
歳
以
上
の
フ
ラ

ン
ス
人
男
性
の
ほ
か
、
外
国
人
で
あ
っ
て
も
、

一
年
以
上
フ
ラ
ン
ス
に
居
住
す
る
ニ
一
歳
以
上
の
者
が
社
会
貢
献
要
件
等
を
満
た
せ
ば
、

(6
)
 

フ
ラ
ン
ス
市
民
と
し
て
政
治
的
権
利
を
行
使
で
き
る
と
し
た
。

穏
健
派
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
た
め
の
一
七
九
五
年
憲
法
は
、

に
延
長
す
る
な
ど
し
た
上
で
、

定
め
る
法
的
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
人
の
要
件
に
つ
い
て
生
地
主
義
を
と
っ
た
も
の
の
、
間
接
選
挙

に
よ
る
二
院
制
を
と
り
、
両
院
の
議
員
を
選
出
す
る
選
挙
人
会
の
メ
ン
バ
ー
を
選
ぶ
第
]
次
選
挙
人
会
の
構
成
員
の
要
件
と
し
て
、

ニ

―

歳
以
上
の
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
る
こ
と
の
ほ
か
に
、
居
住
要
件
と
納
税
要
件
を
定
め
た
。
ま
た
、
外
国
人
に
つ
い
て
も
、
居
住
要
件
を
七
年

(7) 

フ
ラ
ン
ス
市
民
に
な
れ
る
と
し
た
。



④
と
定
め
て
お
り
、

4
 

ナ
ポ
レ
オ
ン
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
の
後
に
制
定
さ
れ
た

一
七
九
九
年
憲
法
は
、

を
と
り
、

フ
ラ
ン
ス
市
民
の
要
件
に
つ
い
て
も
、
納
税
等
の
社
会
的
要
件
を
課
す
こ
と
な
く
、
単
純
な
生
地
主
義
を
と

っ
た
。
し
か
し
同

(8) 

時
に
、
同
憲
法
は
、

三
重
の
間
接
民
主
制
を
取
り
入
れ
、
市
民
の
公
職
者
選
出
権
を
実
質
的
に
無
意
味
な
も
の
と
し
た
。

一
八
0
二
年
憲
法
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
の
独
裁
体
制
を
確
立
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
市
民
は
カ
ン
ト
ン

会
の
構
成
員
に
な
る
も
の
の
、
立
法
府
議
員
の
実
質
的
な
任
命
権
は
、
終
身
の
統
領
た
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
握

っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、

0
四
年
憲
法
で
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
フ
ラ
ン
ス
人
の
皇
帝
と
な
る
こ
と
を
宣
言
し
、
第
一
帝
政
を
確
立
し
た
が
、
市
民
の
権
利
に
つ
い
て

(9
)
 

は
、
何
ら
触
れ
て
い
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の

一
八
0
四
年
憲
法
が
制
定
さ
れ
る
二
月
前
の

一
八
0
四
年
三
月
、

ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
と
呼
ば
れ
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
典

が
公
布
さ
れ
た
。
こ
の
民
法
典
で
は
、
第
七
条
で
「
私
権
の
行
使
は
、
市
民
の
資
格
と
は
別
で
あ
り
、
市
民
の
資
格
は
、
憲
法
の
規
定
の

み
に
従

っ
て
取
得
さ
れ
、
保
持
さ
れ
る
」
と
定
め
、
私
権
の
主
体
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
人
と
、
政
治
的
権
利
の
主
体
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
市
民

の
資
格
は
別
に
観
念
さ
れ
、
後
者
は
憲
法
で
定
め
る
こ
と
を
明
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
続
く
第
八
条
で

「す
べ
て
の
フ
ラ
ン
ス

人
は
、
私
権
を
享
有
す
る
」
と
定
め
、
民
法
典
で
規
定
す
る
フ
ラ
ン
ス
人
と
は
、
私
権
の
享
有
主
体
と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
る
こ
と

フ
ラ
ン
ス
人
と
フ
ラ
ン
ス
市
民
の
概
念
が
明
確
に
区
別
さ
れ
、
民
法
典
で
は
フ
ラ
ン
ス
人
を
規
定

し
、
憲
法
で
は
政
治
的
権
利
を
行
使
す
る
フ
ラ
ン
ス
市
民
の
資
格
を
定
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
時
に
、
民
法
典
は
、

件
と
し
て
、

一
七
九
三
年
憲
法
以
来
基
本
と
さ
れ
て
き
た
生
地
主
義
を
改
め
、

現
行
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
は
、

第
七
条
で

「
私
権
の
行
使
は
、
政
治
的
権
利
の
行
使
と
は
別
で
あ
り
、
政
治
的
権
利
は
、
憲
法
的
法
律

及
び
選
挙
法
に
従

っ
て
取
得
さ
れ
、
保
持
さ
れ
る
」
と
定
め
、
そ
れ
に
続
く
第
八
条
で

「す
べ
て
の
フ
ラ
ン
ス
人
は
、
私
権
を
享
有
す
る
」

一
八
0
四
年
の
民
法
典
の
考
え
方
を
踏
襲
し
て
い
る
。
こ
れ
と
異
な
る
点
は
、

「市
民
」
と
い
う
概
念
を
用
い
ず
に

「政

神奈川法学第 50巻第 1号

を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
に
よ

っ
て、

2017年

フ
ラ
ン
ス
人
の
要

(10
)
 

ロ
ー
マ
法
以
来
の
伝
統
で
あ
る
血
統
主
義
を
と
っ
た
。

八

（小
郡
）
議

フ
ラ
ン
ス
人
の
要
件
に
つ
い
て
生
地
主
義
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フランスにおける同化主義の意義 (5) 

希
薄
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
人
」
に
分
か
れ
て
い
る
。

治
的
権
利
の
行
使
」
と
表
現
し
、
そ
の
取
得
・
保
持
要
件
を
、

憲
法
だ
け
で
な
く
選
挙
法
に
も
委
任
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

(2
)
民
法
典
の
国
籍
規
定

以
上
の
よ
う
な
経
緯
の
下
で
、
民
法
典
第
I
絹
の
二
「
フ
ラ
ン
ス
国
籍

(D
e
la
 na
t
ionalite frarn;aise)
」
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
人
の
国

籍
要
件
を
定
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず、

フ
ラ
ン
ス
の
国
籍
取
得
要
件
を
概
観
し
て
お
く
。

フ
ラ
ン
ス
国
籍
の
取
得
事
由
は
、
同
絹
の
第
II
章
「
生
来
の
フ
ラ
ン
ス
国
籍
」
と
、
そ
れ
以
外
の
事
由
に
よ
る
「
フ
ラ
ン
ス
国
籍
の
取

（ア）

生
来
の
フ
ラ
ン
ス
国
籍

(nationalite
fran<;aise d'or1gine
)
 

第
II
章

「生
来
の
フ
ラ
ン
ス
国
籍
」
は
さ
ら
に
、
第

一
節
「
親
子
関
係
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
人
」
と
第
二
節

「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
出
生

(
a
)

第
一
節
「
親
子
関
係
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
人

(F
r
anc;ais
p
a
r
 filiation
)
」
（
第
一

八
条
＼
第
一
八

ー
一条）

こ
の
節
で
は
、

「
両
親
の
少
な
く
と
も
一
人
が
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
る
子
は
、

れ
が
殆
ど
の
フ
ラ
ン
ス
人
に
関
す
る
国
籍
決
定
の
基
本
と
な
っ
て
い
る
。

た
だ
し
、
国
籍
取
得
方
法
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
生
地
主
義
も
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
例
え
ば
、
移
民
自
身
は
外
国

人
で
あ
っ
て
も
、

フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
る
」
と
定
め
て
お
り
（
第
一
八
条
）
、
こ

つ
ま
り
、
血
統
主
義
が
国
籍
取
得
の
基
本
な
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
た
そ
の
子
は
フ
ラ
ン
ス
人
と
な
り
、
そ
の
子
か
ら
生
ま
れ
た
子
（
移
民
の
孫
）

は
、
出
生
地
を
問

わ
ず
に
フ
ラ
ン
ス
人
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
生
地
主
義
と
血
統
主
義
の
交
錯
に
よ
っ
て
、

血
統
と
し
て
の
「
フ
ラ
ン
ス
人
」
そ
の
も
の
が

得
」
（第
皿
章
）
に
分
か
れ
て
い
る
。
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る

（第
三
四
五
条
）
な
ど
の
条
件
が
あ
る
。

filiation
)
」
（第一

―
一
条
）

が
生
地
主
義
の
中
心
的
な
規
定
で
あ
る
。

の
内
容
は
以
下
の
と
お
り
だ
が
、

(b
)
第
二
節
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
出
生
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
人

(Franr;ais
p
a
r
 la nai
s
s
an
c
e
 e
n
 Fr
a
n
c
e
)
」
（第

一
九
条
＼
第

一
九
I

四
条
）

そ
の
う
ち
の

こ
こ
で
は
、
両
親
が
不
明
の
場
合
や
無
国
籍
の
場
合
に
つ
い
て
、

フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
た
子
は
フ
ラ
ン
ス
人
と
な
る
と
す
る
生
地
主
義

に
基
づ
く
規
定
を
設
け
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
例
外
的
場
合
で
あ
る
。

（イ
）
フ
ラ
ン
ス
国
籍
の
取
得

(acquisition
d
e
 la 
nationalite franc;:aise
)
 

生
来
以
外
の
事
由
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
国
籍
の
取
得
は
、
国
籍
の
取
得
事
由
に
よ
っ
て
さ
ら
に
次
の
五
つ
の
款
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
そ

(
C
)

第
三
款
「
フ
ラ
ン
ス
で
の
出
生
と
居
住
を
理
由
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
国
籍
の
取
得
」

(
a
)
第

一
款
「
親
子
関
係
を
理
由
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
国
籍
の
取
得

(A
cquisition
d
e
 la
 nat
io
n
alit
e
 fr
a
n
怠
ise
a
 ra
i
s
o
n
 d
e
 la
 

こ
の
款
の
唯
一
の
条
文
で
あ
る
第
ニ

一
条
は
、
「
単
純
養
子
は
、
養
子
の
国
籍
に
何
ら
か
の
効
果
を
当
然
に
及
ぽ
す
も
の
で
は
な
い
」
と

だ
け
定
め
て
い

る
。
ち
な
み
に
、
単
純
養
子

(a
d
o
p
t
1
0
n
s
i
m
p
l
e
)

と
は
、
相
続
権
を
含
め
、
実
親
と
の
関
係
も
継
続
す
る
養
子
で
あ
り

（第
三
六
四
条
）
、
養
子
の
年
齢
に
か
か
わ
ら
ず
行
う
こ
と
が
で
き
る
（
第
三
六

0
条
）
の
に
対
し
、
完
全
養
子

(a
d
o
p
t
i
o
n
pleni
e
re)

と

は、

養
子
関
係
の
成
立
に
よ

っ
て
実
親
と
の
関
係
が
切
断
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
り
（
第
三
五
六
条
）
、
一
五
歳
未
満
の
子
を
対
象
と
す
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フランスにおける同化主義の意義 (7) 

（第
ニ

―
I

二
条
）
。

フ
ラ
ン
ス
語
へ
の
同
化
を
要
件
と
し
て
い
る

(b
)
第
二
款
「
婚
姻
を
理
由
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
国
籍
の
取
得

(A
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
d
e
 la 
nationalite 
franc;:a1se 
a
 ra
i
s
o
n
 d
u
 

m
a
r
i
a
g
e

)」
（
第
ニ
―
ー
一
条
ー
第
ニ
―
—

六
条
）

こ
の
款
で
は
、

「婚
姻
は
、
国
籍
に
何
ら
か
の
効
果
を
当
然
に
は
及
す
も
の
で
は
な
い
」

（第
ニ―

I

一
条
）
と
規
定
し
た
上
で
、

フ
ラ

ン
ス
人
と
婚
姻
し
た
外
国
人
は
、
婚
姻
関
係
が
実
質
的
に
中
断
し
て
い
な
け
れ
ば
、
原
則
と
し
て
、
婚
姻
か
ら
四
年
後
に
、
申
請
に
よ

っ

た
だ
し
、
外
国
人
の
配
偶
者
は
、
「
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
デ
ク
レ
で
定
め
ら
れ
る
水
準
及
び
評
価
方
法
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
の
言
語
に
関

す
る
十
分
な
知
識
」
を
有
す
る
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、

項
）。

さ
ら
に
、
政
府
は
、
言
語
の
ほ
か
、
同
化
の
不
適
格
若
し
く
は
欠
如

(indigni
te
o
u
 de
f
a
u
t
 d'ass1milation
)
を
理
由
と
し
て
、
外

国
人
配
偶
者
の
フ
ラ
ン
ス
国
籍
取
得
に
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る

（第
ニ―

I

四
条
）。

こ
れ
を
受
け
、
外
国
人
の
配
偶
者
の

一

夫
多
妻
の
実
際
の
状
況
、
又
は

一
四
歳
未
満
の
者
に
対
し
刑
法
典
第
二
二

二
I

九
条
で
定
め
る
罪
（
傷
害
罪
）
を
犯
し
た
た
め
有
罪
判
決

一
夫
多
妻
制
は
、

て
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
取
得
で
き
る
こ
と
を
定
め
て
い
る

（同
条
第
二
項
）
。

フ
ラ
ン
ス
社
会
へ
の
同
化
欠
如
事
由
と
な

っ
て
い
る
。

（同
条
第
三

が
下
さ
れ
た
場
合
は
、
同
化
の
欠
如
を
も
た
ら
す
と
し
て
い
る

前
者
の
「
外
国
人
の
配
偶
者
の
一
夫
多
妻
の
実
際
の
状
況
」
と
は
、
現
在
も
一
部
の
イ
ス
ラ
ム
教
国
で
認
め
ら
れ
て
い
る
一
夫
多
妻
制

(
p
o
ly
g
am
1
e
)
を
意
味
し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
を
文
化
的
、
社
会
的
基
礎
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
海
外
県
だ
っ
た
ア
ル
ジ
ェ

リ
ア
に

お
け
る
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
現
地
人
を
フ
ラ
ン
ス
人
と
し
て
認
め
よ
う
と
し
た
一
八
六
五
年
七
月
一
四
日
の
デ
ク
レ
・
ク
レ
ミ
ュ
で
こ
の
問

(11) 

題
が
顕
在
化
し
た
が
、
そ
れ
以
降
現
在
ま
で
、
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い
て
フ
ラ
ン
ス
に
居
所
を
有
し
、
か
つ
、

(

C

)

第
三
款

「
フ
ラ
ン
ス
で
の
出
生
と
居
住
を
理
由
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
国
籍
の
取
得

(A
c
qui
s
ition
d
e
 la
 na
t
i
o
n
a
lite 

fran, 

)」

（第
ニ

―
l

七
条
＼
第
ニ

―
_
-

c
a
lS
e
a
r
a
l
s
o
n
 

こ
の
款
が
、
生
地
主
義
の
中
心
と
な
る
規
定
で
あ
る
。
こ
こ
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
れ
ば
、
そ
の
者
は
当
然
に
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
取

得
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
に
対
し
て
政
府
が
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

具
体
的
に
は
、
第
ニ

―

二―

I

八
条
）
。

—
七
条
で

「両
親
が
外
国
人
で
あ
っ
て
、

一
条
）

（第

一
三
歳
に

フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
た
す
べ
て
の
子
は
、
成
人
に
な

っ
た
時
点
に
お

―
一
歳
以
降
継
続
的
又
は
非
継
続
的
に
少
な
く
と
も
五
年
間
フ
ラ
ン
ス
に
常
居
所
を
有
し
て
い

た
場
合
に
は
、
成
人
に
な
っ
た
と
き
に
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
取
得
す
る
」
と
定
め
て
い
る
。
こ
の
条
文
を
分
解
す
る
と
、
①
両
親
が
外
国
人

で
あ
っ
て
も
、
そ
の
子
が
フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
、

②
―

―
歳
以
降
継
続
的
又
は
非
継
続
的
に
少
な
く
と
も
五
年
間
フ
ラ
ン
ス
に
常
居
所
を

有
し
、

③
成
人
に
な
っ
た
時
点
で
も
フ
ラ
ン
ス
に
居
所
を
有
し
て
い
れ
ば
、

④
成
人
に
な

っ
た
と
き
に
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
取
得
す
る
こ
と

に
な
る
。
こ
こ
で
、
③
の

「居
所
」

(
r
e
s
i
d
e
n
c
e
)

と
は
、
事
実
上
の
所
在
地
を
意
味
す
る
の
に
対
し
、
②
の
「
常
居
所

(res
id
e
n
c
e

(12
)
 

h
a
b
it
u
e
ll
e)
」
は
、
法
律
上
の
住
所

(
d
o
m
i
c
i
le)

を
意
味
し
て
い
る
。

（第
ニ

―
_
-
一
条）
。

こ
の
ほ
か
、
両
親
が
外
国
人
で
あ

っ
て
フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
た
子
が
、
八
歳
以
降
フ
ラ
ン
ス
に
常
居
所
を
有
し
て
い
れ
ば
、

な
っ
た
と
き
か
ら
自
分
の
名
で
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
請
求
で
き
る
と
い
っ
た
特
則
も
あ
る

こ
の
よ
う
な
生
地
主
義
の
採
用
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
、
親
が
移
民
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
子
が
①
＼
③
の
要
件
を
満
た
せ
ば
、
そ
の
親
は

外
国
籍
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
子
は
フ
ラ
ン
ス
人
と
な
り
、
こ
れ
を
拒
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
子
が
外
国
の
国

籍
を
有
し
て
い
る
場
合
に
は
、
成
人
に
達
し
た
時
点
で
フ
ラ
ン
ス
人
の
資
格
を
辞
退
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
例
外
規
定
が
あ
る



，
 

フランスにおける同化主義の意義 (9) 

(d
)
第
四
款

「
国
籍
申
請
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
国
籍
の
取
得

(
A
c
q
u
1s1tion
d
e
 la
 n
a
tionalite f
r
a
n
c
a
1s
e
 p
a
r
 d
ecl
a
r
a
tion d
e
 

n
ationalite)
」
（
第
一
―
-
_―

―
一
条
＼
第
ニ
―

I

一
四
条
）

こ
の
款
で
は
、
以
下
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
、
申
請
に
よ
る
国
籍
の
取
得
を
認
め
て
い
る
。
た
だ
し
、

(
C
)

の
場
合
と
異
な
り
、
同
化

の
不
適
格
又
は
欠
如
を
理
由
と
し
て
政
府
か
ら
異
議
を
申
し
立
て
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
ほ
か
、
法
定
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
場
合
に
も
、

大
臣
、
検
察
官
等
に
よ
っ
て
異
議
が
申
し
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

フ
ラ
ン
ス
人
の
単
純
養
子
と
な

っ
た
子
、
少
な
く
と
も
五
年
前
か
ら
フ
ラ
ン
ス
に
引
き
取
ら
れ
フ
ラ
ン
ス
人
に
育
て
ら
れ
た
子
、
少

な
く
と
も
三
年
前
か
ら
児
童
福
祉
に
託
さ
れ
た
子
、

フ
ラ
ン
ス
の
養
育
組
織
に
引
き
取
ら
れ
少
な
く
と
も
五
年
間
フ
ラ
ン
ス
の
教
育
を
受

1
0
年
間
継
続
し
て
フ
ラ
ン
ス
人
の
身
分
占
有
を
享
受
し
た
者
（
第
ニ―

_
―
――一条
）。

身
分
占
有

(p
o
s
s
e
s
s
i
o
n
d'et
a
t)
と
は
、
実

の
親
子
で
な
く
て
も
、
実
の
親
子
と
同
じ
よ
う
な
事
実
関
係
に
あ
る
者
で
あ

っ
て
、
裁
判
官
の
公
知
証
書
に
よ
っ
て
そ
れ
が
証
明
さ
れ
た

者
を
い
う
（
第
三
―

-

I

一
条
）。

を
証
明
す
る
公
知
証
書

(a
c
t
e
d
e
 n
o
toriete c
o
n
s
t
a
t
a
n
t
 la
 po
s
s
e
s
s
ion d'
e
tat
)

が
親
子
関
係
の
発
生
原
因
と
さ
れ
て
い
る

O
I-
―一条）
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、

出
生

(n
aiss
a
n
c
e)

及
び
認
知
（
a
c
t
e
d
e
 re
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
)
の
ほ
か
、
身
分
占
有

少
な
く
と
も
二
五
年
前
か
ら
フ
ラ
ン
ス
に
合
法
的
、
恒
常
的
に
居
住
し
、

（
第
三

一

フ
ラ
ン
ス
国
民
の
直
系
尊
属
で
あ
る
六
五
歳
以
上
の
者

（第
ニ
―
—

一
三
ー

一
条
）。
例
え
ば
、
移
民
の
子
が
生
地
主
義
に
よ

っ
て
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
取
得
し
た
も
の
の
、
そ
の
親
で
あ
る
移
民
は

外
国
籍
の
ま
ま
高
齢
に
な
っ
て
も
フ
ラ
ン
ス
に
居
住
し
続
け
て
い
る
場
合
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
政
府
が
、
同
化
の
不

適
格
又
は
欠
如
を
理
由
と
す
る
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

④
 

③
 

②
 

六
歳
か
ら
フ
ラ
ン
ス
に
恒
常
的
に
居
住
し
、

け
た
子
（
第
ニ
―

_
―
二
条
）

①
 

フ
ラ
ン
ス
の
義
務
教
育
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、
生
地
主
義
に
基
づ
き
フ
ラ
ン
ス
国
籍

（第
二
六
条
＼
第
二
六
I

四
条
）。
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①
常
居
所
要
件
が
二
年
間
に
短
縮
さ
れ
る
者
（
第
ニ

―
_
―
八
条
）

を
取
得
し
た
兄
弟
姉
妹
が
い
る
も
の
（
第
ニ

―
ー
―
―
―
―
_
＿
一
条
）
。
こ
の
者
に
つ
い
て
も
、
政
府
が
、
同
化
の
不
適
格
又
は
欠
如
を
理
由
と

(
e
)
第
五
款

「当
局
の
決
定
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
国
籍
の
取
得

(Acquisition
d
e
 la 
nationalite franr,;aise 
p
a
r
 decision d
e
 

『

autorite
p
u
b
l
i
q
u
e
)

」
（
第
一
―
一
ー
一
四
—
一
条
＼
第
一
―

―
_
―
―
五
ー
一
条
）

(
i
)
帰
化
要
件
と
し
て
の
共
同
体
へ
の
同
化

当
局
の
決
定
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
国
籍
の
取
得
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
籍
の
取
得
を
希
望
す
る
外
国
人
に
対
し
当
局
の
決
定
に
よ
っ
て
国
籍

を
付
与
す
る
も
の
で
、
申
請
に
基
づ
き
デ
ク
レ
で
帰
化

(naturalisation)
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
籍
取
得
が
生
じ
る
（
第
ニ

―ー

一
五
条
）
。
帰
化
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
原
則
と
し
て
、

c
o
m
m
u
n
a
u
t
e
 franc;aise)
」
を
証
明
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る

要
件
で
あ
る
。

(
~
1
1
)

居
住
要
件
の
特
則

の
五
年
間
フ
ラ
ン
ス
に
常
居
所
が
あ
る
こ
と

一
八
歳
以
上
で
あ
る
こ
と

（
第
ニ
―

_
―
七
条
）

（
第
ニ
―

I

一
四
条
）
。

（
第
ニ

―

の
ほ
か
、
「
フ
ラ
ン
ス
共
同
体
へ
の
同
化

(son
a
s
s
i
m
il
ation a
 la
 

（
第
ニ
―
—
二
四
条
）
。
こ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
の
国
籍
取
得
に
お
け
る
同
化

こ
の
う
ち
五
年
間
の
常
居
所
要
件
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
特
則
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

・
ニ
年
間
の
高
等
教
育
を
受
け
て
フ
ラ
ン
ス
の
大
学
又
は
高
等
教
育
機
関
で
学
位
を
取
得
し
た
外
国
人

•
そ
の
能
力
や
才
能
に
よ

っ
て
フ
ラ
ン
ス
に
対
し
重
要
な
貢
献
を
し
、
又
は
で
き
る
者

⑤
そ
の
他
フ
ラ
ン
ス
軍
で
軍
務
に
従
事
し
た
者
の
生
存
配
偶
者
な
ど

す
る
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

ー
ニ
二
条
第
一
項
）
、
申
請
書
提
出
前
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(
1
)民
法
典
第
ニ
―
—
二
四
条
の
内
容

② ① 

3

同
化
要
件
の
具
体
的
内
容

ク
レ
に
よ
っ
て
国
籍
が
授
与
さ
れ
る

次
の
者
に
つ
い
て
は

（
面
）
特
別
な
国
籍
取
得

•
市
民
活
動
、
科
学
、
経
済
、
文
化
又
は
ス
ポ
ー
ツ
の
分
野
の
活
動
で
高
い
評
価
を
得
て
、
社
会
の
統
合
に
特
別
な
経
歴
を
有
す
る
者

②
フ
ラ
ン
ス
で
の
滞
在
要
件
が
不
要
と
さ
れ
る
者
（
第
ニ
―
_
―
九
条
）

・
フ
ラ
ン
ス
軍
隊
で
実
際
に
軍
務
を
遂
行
し
、
又
は
、
戦
時
中
に
フ
ラ
ン
ス
軍
若
し
く
は
そ
の
同
盟
軍
と
志
願
兵
契
約
を
結
ん
だ
外
国
人

・
フ
ラ
ン
ス
に
対
し
て
特
別
な
貢
献
を
し
た
外
国
人
又
は
そ
の
者
の
帰
化
が
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
特
別
な
利
益
と
な
る
外
国
人

．
亡
命
者
・
難
民

・
フ
ラ
ン
ス
文
化
・
言
語
圏

([entite
culturelle et l
i
n
g
m
s
t
i
q
u
e
 frgc;aise)

に
属
す
る
者
。
フ
ラ
ン
ス
文
化
・
言
語
圏
に
属
す
る
者

と
は
、
公
用
語
の
一
っ
が
フ
ラ
ン
ス
語
の
領
土
・
国
家
の
所
属
民
か
、
フ
ラ
ン
ス
語
が
母
国
語
か
、
又
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
教
育
施
設
で

最
低
五
年
間
教
育
を
受
け
た
こ
と
を
証
明
し
た
者
を
い
う
（
第
ニ
―
—
二

0
条
）
。

フ
ラ
ン
ス
国
の
た
め
に
身
命
を
捧
げ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
申
請
が
な
く
て
も
、
国
防
大
臣
の
推
挙
に
基
づ
き
デ

（
第
ニ
―

I

―
四
ー
一
条
）
。

フ
ラ
ン
ス
軍
に
従
事
し
た
外
国
人
で
あ
っ
て
、
任
務
遂
行
又
は
作
戦
実
施
中
に
負
傷
し
、
か
つ
、
国
籍
を
申
請
し
た
者

①
の
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
、
死
亡
し
た
親
と
同
じ
常
居
所
を
有
し
て
い
た
未
成
年
の
子

同
化
主
義
を
国
籍
取
得
要
件
と
し
て
具
体
化
し
た
民
法
典
第
ニ―

ー
ニ
四
条
は
、

「
何
人
も
、
そ
の
立
場
に
応
じ
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ



(12) 神奈川法学第 50巻第 1号 2017年 12 

で
あ
る
。

一
年

―
一
月
三
0
日
付
け
内
務
•
海
外
県
・
地
方
自
治
体
及
び
移
民
担

の
デ
ク
レ
で
定
め
ら
れ
る
水
準
及
び
評
価
方
法
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
の
言
語
、
歴
史
、
文
化
及
び
社
会
並
び
に
フ
ラ
ン
ス
国
籍
及
び
共
和
国

の
基
本
的
な
価
値
と
原
則
へ
の
同
意
に
よ
り
授
け
ら
れ
る
権
利
と
義
務
に
つ
い
て
特
に
十
分
な
知
識
を
有
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
フ
ラ
ン

ス
共
同
体
へ
の
同
化
を
証
明
し
な
い
と
、
帰
化
で
き
な
い
」
と
定
め
て
い
る
。
こ
こ
で
の
中
心
概
念
は
「
フ
ラ
ン
ス
共
同
体
へ
の
同
化
」

で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
共
同
体
に
同
化
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
た
め
に
は
、

①

「
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
デ
ク
レ
で
定
め
ら
れ
る
水
準
及

び
評
価
方
法
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
の
言
語
」
、
②
「
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
デ
ク
レ
で
定
め
ら
れ
る
水
準
及
び
評
価
方
法
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
の

歴
史
、
文
化
及
び
社
会
」
、
さ
ら
に
、

③

「
フ
ラ
ン
ス
国
籍
及
び
共
和
国
の
基
本
的
な
価
値
と
原
則
へ
の
同
意
に
よ

っ
て
授
け
ら
れ
る
権
利

と
義
務
」
に
つ
い
て
、
④
各
人
の
「
立
場
に
応
じ
、
」

「特
に
十
分
な
知
識
を
有
す
る
こ
と
」
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
条
文
を
受
け
、
「
国
籍
の
申
請
、
フ
ラ
ン
ス
国
籍
の
帰
化
、
回
復
、
喪
失
、
は
く
奪
及
び
取
消
し
に
関
す
る

一
九
九
三
年

―二
月
三

(13) 

0
日
の
デ
ク
レ
第
九
三
ー
一
三
六
二
号
」
第
三
七
条
で
、
上
記
①
と
②
に
関
す
る
具
体
的
な
水
準
及
び
評
価
方
法
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
、

(
1
)
①
の
フ
ラ
ン
ス
語
に
つ
い
て
は
、
前
記
デ
ク
レ
第
三
七
条
第
一
号
に
お
い
て
、
「
言
語
の
た
め
の
欧
州
共
通
基
準
大
綱

(
C

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、

E
C
R
L
)
」
の

《
聞
く
》《
会
話
に
参
加
す
る
》
及
び

《連
続
し
て
口
頭
で
表
現
す
る
》
が
Bl
の
水
準
で
あ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

H
本
の
語
学
教
育
で
重
視
さ
れ
て
い
る
《
読
む
》
、
《
書
く
》
能
力
が
評
価
項
目
に
含
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
点

こ
の

Bl
の
水
準
に
つ
い
て
は
、
こ
の
デ
ク
レ
を
受
け
た
二

0
-

(14
)
 

当
大
臣
通
達
に
お
い
て
、
次
の
表
の
形
で
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

言
語
の
た
め
の
欧
州
共
通
基
準
大
綱

(C
E
C

R
L
)
 の
能
カ
レ
ベ
ル
は
、
初
級
者

(utili
s
a
t
e
u
r
e
l
e
m
e
n
t
a
i
r
e
)
 (Al
、

2
)

フ
ラ
ン
ス
語
の
能
力
と
水
準

Az)
、
自
分
で
話
せ
る
者

(utilisateur
i
n
d
e
p
e
n
d
a
n
t
)
 (Bl
、
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（表）言語のための欧州共通基準大綱 (CECRL)の能カ レベル

Al 口語的で日常的な表現並びに具体的な必要を満たす極めて簡単

な話を理解できる。自己紹介や他人の紹介、それらに関する質

問一例えば、居住地や他人との関係、自分の物などー を理解で

き、 同様の質問にも答えられる。話し相手が、ゆっくりと明瞭

初
に話し、協力的な態度を示せば、簡単なコミュニケーションが

できる。

級 A2 文脈から離れた言葉並びに優先度の高い目の前の分野でしばし

者 ば使われる表現（例、自分及び家族の簡単な情報、買い物、近所

の環境、仕事）を理解でき 、単純で直接的な情報交換しか要求

しない簡単で慣れた仕事の際に、日常的で身近な主題について

コミュニケーションができる。その職業や身近な環境について

簡単な方法で説明でき、かつ、目の前のテーマについて言及で

きる。

Bl 標準的で明確な言葉が使われ、仕事や学校、趣味などの身近な

ことに関するときは、基本的なことを理解できる。対象とする

言葉が話さ れる地域に旅行した際に生じる大体の事柄に対処で

きる。身近なテーマや関心のあるテーマについて、簡単で一貫

自 性のある議論ができる。出来事や経験、夢について話し、希望
分 や目 的を説明し、計画やア イデア についてその理由や説明を簡
で

潔に述べることができる。話
せ

B2 専門分野における技術的な議論を含む複雑な文献ついて、具体る
者 的又は抽象的テーマの本質的な内容を理解できる。生来の言語

とする相手と、お互いに緊張せずに、自然にゆとりをもってコ

ミュニケーションができる。ある範疇のテーマについて明確で

詳細に説明でき、ニュースのテーマについて意見が言え、いく

つかの可能性に関しそのメリ ットと デメ リットを説明できる。

Cl ある範疇の長く難解なテキストを理解でき、言外の意味も把握

できる。それほど言葉の意味を考えることなく、自然かつ流ち

ょうに説明できる。社会生活や職業、学問上の分野において、

熟 効果的かつ柔軟にその言葉を利用できる。複雑なテーマについ

て、明確に論理立てて説明でき、計画や構成、議論の一貫性を
練 コントロ ールして意見表明できる。

者 C2 読み又は聞いたことのすべてを特段の努力なく理解できる。書

かれたり聞いたりした様々 な情報源による事実又は議論を矛盾

なく再現できる。複雑なテーマについて、自然で流ちょうかつ

詳細に説明でき、意味の微妙なニュアンスの違いを説明できる。
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的
原
理
に
関
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
こ
と
。

ア
）
デ
ク
レ
の
内
容

(3)
歴
史
、
文
化
及
び
社
会
の
知
識

訟
）
及
び
熟
練
者

(utilisate
u
r
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
e) 
(cl
、
g)
の
三
ラ
ン
ク
六
段
階
に
分
か
れ
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
ヘ
の
同
化
要
件
と
し
て

求
め
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
う
ち
の

Bl
の
水
準
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
日
常
生
活
に
必
要
な
会
話
が
で
き
る
水
準

(
A
)
よ
り
も
上
だ

が
、
専
門
分
野
に

つ
い

て
複
雑
な
会
話
が
で
き
る
水
準

(82
)
よ
り
も
下
で
あ
り
、
前
記
デ
ク
レ
で
定
め
る

「身
近
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て

こ
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
能
力
に
関
し
て
は
、
上
記
水
準
と
同
等
か
そ
れ
以
上
の
水
準
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
免
状

(d
i
p
l
o
m
e
)
を
提
出

す
る
こ
と
に
よ

っ
て
証
明
す
る
の
が
基
本
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
免
状
を
も

っ
て
い
な
い
者
は
、
大
臣
告
示
で
定
め
ら
れ
た
リ
ス
ト
に
記
載

さ
れ
て
い
る
語
学
試
験
を
受
験
し
、
合
格
者
に
交
付
さ
れ
る
証
明
書
の
提
出
を
も
っ
て
そ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

(l
)
②
の
歴
史
、
文
化
及
び
社
会
の
知
識
に
つ
い
て
は
、
前
記
デ
ク
レ
第
三
七
条
第
二
号
に
お
い
て
、
帰
化
申
請
者
に
求
め
ら
れ
る
フ

ラ
ン
ス
社
会
の
歴
史
、
文
化
及
び
社
会
の
知
識
の
基
本
的
な
要
素
及
び
そ
の
水
準
と
し
て
、
次
の
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

(
a
)
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
の
重
要
な
出
来
事

玉
中
請
者
は
、
社
会
生
活
で
か
か
わ

っ
て
く
る
基
本
的
な
出
来
事
や
人
物
を
理
解
し
、
位
置
づ

け
る
こ
と
が
で
き
る
歴
史
的
構
造
に
つ
い
て
基
礎
的
知
識
を
も
っ
て
い
る
こ
と
。

(b
)
共
和
国
の
原
則
、
シ
ン
ボ
ル
及
び
制
度

1

申
請
者
は
、
社
会
に
お
け
る
生
活
の
ル
ー
ル
、
特
に
、

法
律
、
基
本
的
自
由
、
男
女
平
等

を
中
心
と
し
た
平
等
及
び
政
教
分
離
の
尊
重
並
び
に
国
家
的
、
国
土
防
衛
的
水
準
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
的
、
行
政
的
組
織
の
基
本

(

C

)

フ
ラ
ン
ス
市
民
権
の
行
使

i

申
請
者
は
、
国
籍
を
取
得
し
た
場
合
に
課
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
、
フ
ラ
ン
ス
市
民
の
権
利
と
義
務
の
憲

簡
単
で
一
貰
し
た
話
を
す
る
能
力
」
を
意
味
し
て
い
る
。

14 
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権
利
、
国
防
に
貢
献
す
る
義
務
）

•

前
文

0
「
市
民
の
手
引
き
」
の
概
要

に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

章
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
基
本
的
な
権
利
と
義
務
を
知

っ
て
い
る
こ
と
。

(d
)
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
及
び
世
界
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
位
岡
こ
申
請
者
は
、
世
界
の
中
で
フ
ラ
ン
ス
が
占
め
る
地
位
の
特
徴
及
び

E
uの
基

さ
ら
に
、
こ
の
デ
ク
レ
で
は
、

（
ア）

で
述
べ
た
知
識
の
分
野
と
水
準
の
内
容
を
帰
化
担
当
大
臣
が
「
市
民
の
手
引
き

(h
v
r
e
t
d
u
 cit 

o
y
e
n
)
」
と
し
て
示
す
こ
と
を
定
め
て
お
り
、
そ
れ
を
求
め
る
す
べ
て
の
市
民
に
配
布
し
、
ネ

ッ
ト
で
入
手
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
し
て
い

(15)
 

る
。
こ
の
「
市
民
の
手
引
き
」
は
ネ
ッ
ト
で
容
易
に
入
手
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
内
容
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
か
を
知
る

た
め
、

二
0
一
五
年
一
二
月
に
内
務
省
が
発
行
し
た
市
民
の
手
引
き
の
概
要
を
紹
介
す
る
。

る
と
、 手

引
き
は
、
全
体
で
二
五
頁
の
小
冊
子
で
あ
り
、
そ
の
構
成
及
び
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
「
歴
史
」
と
「
フ
ラ

ン
ス
に
帰
化
し
貢
献
し
た
外
国
人
」
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
で
記
さ
れ
て
い
る
具
体
的
な
出
来
事
や
人
物
の
名
称
を
記
し
た
。
こ
れ
ら
を
見

日
本
人
が

一
般
的
に
理
解
し
て
い

る
フ
ラ
ン
ス
の
特
徴
的
な
出
来
事
や
著
名
な
人
物
と
の
間
に
多
少
の
ギ
ャ

ッ
プ
を
感
じ
る
こ
と

・
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
価
値
及
び
原
則
二
民
主
制
、

し
て
の
フ
ラ
ン
ス
語
、
自
由
、
平
等
、
貢
献
、
政
教
分
離
、
市
民
の
権
利
と
義
務
（
公
共
サ
ー
ビ

ス
財
政
へ
の
拠
出
義
務
、
公
職
に
就
く

イ
）
「
市
民
の
手
引
き
」
の
内
容

本
原
則
の
基
礎
的
知
識
を
有
す
る
こ
と
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
、
国
旗
、
国
歌
、
革
命
記
念
日
、

マ
リ
ア
ン
ヌ
、
共
和
国
の
言
語
と
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ベ
ル
物
理
学
賞
受
賞
）
、

マ
リ
・

キ
ュ
リ
ー

・
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
民
主
的
政
治
組
織
こ
フ
ラ
ン
ス
は
、
民
主
主
義
国
家
で
、
法
治
国
家
で
あ
る
こ
と
。
そ
の
原
則
は
、
人
民
の
、
人

・
市
町
村
、
県
、
地
域
圏
の
仕
組
み

・
歴
史
[
前
史
時
代

（
紀
元
前
了
八

O
o

゜I
ニ
ュ

o

゜O
年
こ
フ
ス
コ
ー
の
洞
窟
）

↓
古
代
（
紀
元
前
五

O
年
」
ビ
ー
マ
帝
国
）

↓
中

八
世
紀
[
ル
ィ
ニ
皿
世
の
統
治
ヽ
啓
蒙
思
想
家

（ル
ソ
ー
、
ボ
ル
テ
ー
ル
ヽ

f

プ
ィ
ド
ロ
）
)
↓
フ
ラ
ン
ス
革
命
↓
帝
政
（
ナ
ボ
レ
オ
ン
ご
耳

八
七
五
）

↓

-
九

一
四
I

一
九

一
八

一
九
八
七
、

（
第
一
次
世
界
大
戦
）

↓

-
九
三
九
I

一
九
四
五

（
一
八
九
0
_
i
九
七

0
)
)
↓

一
九
五

0
-
―
九
八

一

ロ
ー
マ
条
約

（一

九
五
七
）
、

（
フ
ラ
ン
ス
の
脱
植
民
地
化

(
-
九

一
九
六
八
年
五
月
の
学
生
運
動
、
成
人
年
齢
の

一
八
歳
へ
の
引
上
げ

(-
九
七
四
）
、

妊
娠
中
絶
の
合
法
化
(
-
九
七
五
）
、
死
刑
の
廃
止
(
-
九
八

一））

・
フ
ラ
ン
ス
に
帰
化
し
貢
献
し
た
外
国
人
」
ギ
ヨ

ー
ム
・
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル

（一

九
〇
六

ー
一
九
七
五
、

一
六
世
紀
ニ

ア
ン

リ
四
世
）
↓
近
代

（
一
七
世
紀
こ
七
リ
エ
ー
ル
、

（一

八
0
ニ
ー
一
八
八
五
）
）

↓
第
一
二
共
和
政
の
誕
生
（

一

ア
メ
リ
カ
出
身
の
歌
手
、

一
、
エ
ジ
プ
ト
生
ま
れ
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
）
、

（一

九
六
一

I

二
0
二
ニ
、

（
第
二
次
世
界
大
戦
、
ヴ
ィ
シ
ー
体
制

(-
九
四

レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の
リ
ー
ダ
ー
）
、

ア
ン
ド
レ
・

マ
ル
ク
・
シ
ャ
ガ
ー
ル

(-
八
八
七
ー

一
九
八
五
、
ロ

ア
ル
ジ
ェ

リ
ア
出
身
の
女
優
）
、
ダ
リ
ダ
(
-
九
三
三
I

エ
ジ
プ
ト
出
身
の
歌
手
）
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
シ
ャ
ル
パ
ク

(-
九
二
四
ー
ニ

0
1
0
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
出
身
の
物
理
学
者
、
ノ
ー

（
一
八
六
七
I

一
九
三
四、

ポ
ー
ラ
ン
ド
出
身
の
物
理
学
者
、
パ
ン
テ
オ
ン
に
埋
葬
）
、

ン

・
ガ
ン
ベ
ッ
タ
(
-
八
三
八

ー
一
八
八
二
、
イ
タ
リ
ア
商
人
の
孫
、

第
三
共
和
政
の
父
）
、

シ
ア
出
身
の
画
家
）
、
ヴ
ァ

レ
リ
・

バ
ン
ギ
ィ
ギ
ィ

シ
ュ
デ
ィ
(
-
九
二
0
—

二
0

人
）
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ン
・
ベ

ー
カ
ー

（
一
八
八
O
I
一
九
一

八、

母
は
ロ
シ

ア
、
父
は
ス
イ
ス
の
詩

五
0
-
―
九
六
二
）、

O
I
一
九
四
四
）
、
シ
ャ

ル
ル
・
ド
ゴ
ー
ル

一
八
四
八
年
の
奴
隷
制
廃
止
、
植
民
地
帝
国
の
建
設
、
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ー
ゴ

世

（
五
世
紀

；
ク
ロ
ビ

ス、

一
五
世
紀
こ
ン
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
、

民
に
よ
る
、
人
民
の
た
め
の
政
府
で
あ
る
こ
と
等

レ
オ

フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ

・
ジ
ロ
ー

(-
九

一
六
I
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（ア）

「
フ
ラ
ン
ス
市
民
の
権
利
と
義
務
の
憲
章
」

(
4
)
市
民
の
権
利
と
義
務

・
一
七
八
九
年
の
人
と
市
民
の
権
利
宣
言

二
0
0

三
、
ス
イ
ス
出
身
の
出
版
界
の
大
物
、

l
•
E
x
p
r
e
s
s

の
共
同
創
始
者
）
、
ロ
マ
ン・

ガ
リ

(
-九
一
四
I

一
九
八
0
、
ロ
シ
ア
出
身
の

ァ
シ
イ
・
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
(
-
八
六
六

ー
一
九
四
四
、
ロ
シ
ア
出
身
の
画
家
）
、
ミ
リ
ア
ム
・
マ
ケ
バ

パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
と
闘
っ
た
南
ア
フ
リ
カ
出
身
の
歌
手
、
グ
ラ
ミ
ー
賞
授
賞
）
、
ア
ラ
ン
・
ミ
ム
(
-
九
ニ

―
I

二
0
一
三
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア

エ
フ
(
-
九
一
四
ー

一
九
九
八
、

（
一
八
九
八

ー
一
九
七
九
、

（一

九
三
四
ー

ニ
0
一
三
、
ギ
リ
シ
ャ
系
イ
タ
リ
ア
人
の
歌
手
）
、

ワ
ル
シ
ャ
ワ
生
ま
れ
の
火
山
学
の
父
）
、
レ
オ
ン
・
ジ
ト
ロ

ン

・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
世
界
の
中
の
フ
ラ
ン
ス

i

フ
ラ
ン
ス
市
民
は

E
u市
民
で
あ
る
こ
と
、

フ
ラ
ン
ス
経
済
の
重
要
性

・
フ
ラ
ン
ス
の
特
徴
ニ
フ
ラ
ン
ス
の
人
口
、
面
積
、
景
観
（
モ
ン
ブ
ラ
ン
、

・
フ
ラ
ン
ス
行
政
地
図

と
、
フ
ラ
ン
ス
語
は
七

0
か
国
で
話
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

れ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
）

出
身
の
マ
ラ
ソ
ン
選
手
）
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ

・
ム
ス
タ
キ

作
家
、
ゴ
ン
ク
ー
ル
賞
を
二
度
受
賞
）
、
ジ
ョ
セ
フ

・
ケ
セ
ル

ロ
ワ
ー
ル
の
城
）

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
生
ま
れ
の
記
者

・
作
家）
、
ヴ

（一

九
三
ニ

ー
ニ
0
0
八、

ア

ア
ル
ン
・
タ
ジ

（一

九
一
四
ー
一
九
九
五
、

ロ
シ

ア
生
ま

フ
ラ
ン
ス
は
世
界
で
五
番
目
の
大
国
で
あ
る
こ

モ
ン
サ
ン
ミ
ッ
シ
ェ
ル
、

(l
)
③
の
「
フ
ラ
ン
ス
国
籍
及
び
共
和
国
の
基
本
的
な
価
値
と
原
則
へ
の
同
意
に
よ

っ
て
授
け
ら
れ
る
権
利
と
義
務
」
に

つ
い
て
は
、

「民
法
典
第
ニ

―
I

二
四
条
で
定
め
る
フ
ラ
ン
ス
市
民
の
権
利
と
義
務
の
憲
章
を
承
認
し
た
二
0
―
二
年
一

月
三
0
日
の
デ
ク
レ
ニ
0
1

(16
)
 

二
I

―
二
七
号
」
に
お
い
て
、
「
フ
ラ
ン
ス
市
民
の
権
利
と
義
務
の
憲
章
」（
以
下

「市
民
憲
章
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。）

と
し
て
そ
の
内



(18) 

召

18 

前
記
通
達
に
よ
る
と
、
市
民
憲
章
に
は
、
統
合
高
等
評
議
会

(H
a
u
t
C
o
n
s
e
il 
a
 !'Integrati
on)
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
前
文
も
含
ま
れ

る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
以
下
、
そ
の
前
文
を
含
め
た
「
フ
ラ
ン
ス
市
民
の
権
利
と
義
務
の
憲
章
」
を
掲
載
す
る
。

あ
な
た
は
、

フ
ラ
ン
ス
人
に
な
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
そ
れ
は、

重
要
で
熟
慮
を
重
ね
た
決
定
で
あ
る
。

う
こ
と
は
、
単
な
る
行
政
手
続
き
で
は
な
い
。

あ
な
た
の
子
孫
も
拘
束
す
る
決
定
で
あ
る
。

あ
な
た
を
迎
え
入
れ
、
か
つ
、
あ
な
た
の
国
と
な
る
こ
の
国
を
受
け
入
れ
、
そ
の
歴
史
、
そ
の
原
則
及
び
価
値
を
受
け
入
れ
、
並
び
に
、

国
民
共
同
体
に
統
合
さ
れ
て
こ
の
国
を
守
る
の
に
貢
献
す
る
こ
と
を
承
諾
し
、
か
つ
、
そ
の
将
来
の
連
帯
し
た
行
為
者
と
な
ろ
う
と
す
る

意
思
は
、
あ
な
た
及
び
あ
な
た
の
子
孫
の
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
と
引
き
換
え
に
、

神奈川法学第 50巻第 1号

0
0県
知
事
／
副
知
事
／
領
事

0
「
フ
ラ
ン
ス
市
民
の
権
利
と
義
務
の
憲
章
」

2017年

を
宜
言
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

(17
)
 

さ
ら
に
、

二
0
―
二
年
一

0
月

一
六
日
付
け
内
務
大
臣
通
達
で
、
市
民
憲
章
の
署
名
の
方
式
や
効
果
を
定
め
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

市
民
憲
章
は
、
帰
化
又
は
国
籍
の
回
復
と

い
う
当
局
の
決
定
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
国
籍
取
得
の
場
合
に
の
み
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ

れ
ら
の
事
由
に
よ

っ
て
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
申
請
し
た
す
べ
て
の
者
は
、
市
民
憲
章
を
理
解
し
、
同
意
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
、
市
民

憲
章
に
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
を
拒
ん
だ
場
合
に
は
、

容
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
共
同
体
へ
の
同
化
を
欠
く
と
し
て
、
帰
化
の
申
請
の
不
受
理

フ
ラ
ン
ス
人
に
な
る
と
い

フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
取
得
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
な
た
だ
け
で
な
く
、
あ
な
た
を
超
え
て
、

フ
ラ
ン
ス
は
、
あ
な
た
を
共
和
国
の
市
民
と
し
て
認
め
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《マ

リ
ア
ン
ヌ
》
は
、
共
和
国
の
シ
ン
ボ
ル
的
肖
像
で
あ
る
。

国
の
祝
日
は
、
七
月

一
四
日
で
あ
る
。

共
和
国
の
標
語
は
、

《
自
由
、
平
等
、
貢
献
》
で
あ
る
。

国
歌
は
、
ラ
・
マ
ル
セ
イ
エ
ー
ズ
で
あ
る
。

国
旗
は
、
青
、
白
、
赤
の
――
一
色
旗
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
人
民
は
、
共
和
国
の
シ
ン
ボ
ル
を
尊
重
す
る
。

る
。 フ

ラ
ン
ス
人
民
は
、

す
べ
て
の
フ
ラ
ン
ス
市
民
の
権
利
と
義
務
、
特
に
各
人
の
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
に
対
す
る
忠
誠
の
良
き
理
解
を
確
認
す
る
た
め
、
こ
の
憲

章
を
理
解
し
、
そ
れ
に
同
意
す
る
な
ら
、

署
名
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
な
た
の
署
名
は
、
あ
な
た
の
契
約
の
証
で
あ
り
、
フ
ラ
ン

フ
ラ
ン
ス
市
民
の
権
利
と
義
務
の
憲
章

こ
の
憲
章
は
、
民
法
典
第

ニ
―
—

二
四
条
に
基
づ
き
、
共
和
国
の
原
則
及
び
基
本
的
な
価
値
を
再
確
認
し
、
か
つ
、
憲
法
又
は
法
律
か

ら
帰
結
す
る
市
民
の
権
利
と
義
務
を
明
記
す
る
。

フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
原
則
、
価
値
及
び
シ
ン
ボ
ル

一
七
八
九
年
八
月
＝
一
六
日
の
人
と
市
民
の
権
利
の
宣
言
及
び
歴
史
的
に
受
け
継
が
れ
た
民
主
的
諸
原
則
を
認
め

ス
国
籍
を
取
得
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
条
件
で
あ
る
。

籍
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

る
権
利
を
享
受
し
、
あ
ら
ゆ
る
義
務
を
負
う
。

あ
な
た
は
、

フ
ラ
ン
ス
人
に
な
っ
た
ら
、
あ
な
た
は
も
は
や
、

フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
取
得
し
た
ら
、
資
格
を
取
得
し
た
そ
の
日
か
ら
、

フ
ラ
ン
ス
の
領
土
に
お
い
て
、

他
の
国

フ
ラ
ン
ス
市
民
の
資
格
に
結
び
付
け
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
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(
E
u
)
に
参
加
す
る
。

フ
ラ
ン
ス
市
民
の
権
利
と
義
務

フ
ラ
ン
ス
は
、
そ
の
原
則
が

一
九
五
八
年
一

0
月
四
日
の
憲
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
、
不
可
分
で
、
政
教
分
離
の
、
民
主
的
か
つ
社
会

的
な

―
つ
の
共
和
国
で
あ
る
。

不
可
分
[
虫
啄
の
王
権
は
、
人
民
に
属
す
る
o

人
民
は
ヽ
選
挙
で
選
ば
れ
た
代
表
者
及
ぴ
国
民
投
票
に
よ

つ
て
そ
の
主
権
を
行
使
す
る
o

人
民
の
い
か
な
る
部
分
も
、

い
か
な
る
個
人
も
、
主
権
の
行
使
を
奪
わ
れ
な
い
。

政
教
分
離

こ
共
和
国
は
、
信
教

(
c
o
n
s
c
i
e
n
c
e
)

の
自
由
を
保
障
す
る
。
共
和
国
は
、
あ
ら
ゆ
る
信
仰

(cro
y
a
n
c
e
)

を
尊
重
す
る
。
各

人
が
、
宗
教
を
信
じ
、
信
じ
ず
、
変
え
る
の
は
自
由
で
あ
る
。
共
和
国
は
、
信
仰

(cultes)

の
自
由
な
行
使
を
保
障
す
る
が
、
そ
れ

を
公
認
せ
ず
、
そ
れ
に
い
か
な
る
賃
金
も
支
払
わ
ず
、

い
か
な
る
補
助
金
も
出
さ
な
い
。
国
家
と
宗
教
は
、
分
離
さ
れ
て
い
る
。

民
王
的

i

共
和
国
の
原
則
と
は
、
人
民
の
、
人
民
に
よ
る
、
人
民
の
た
め
の
政
府
で
あ
る
。
直
接
で
あ
れ
、
間
接
で
あ
れ
、
選
挙
は
常

に
、
普
通
選
挙
で
、
平
等
で
、
投
票
の
秘
密
が
保
障
さ
れ
る
。
法
律
は
一
般
意
思
の
表
明
で
あ
り
、
す
べ
て
の
市
民
は
、
そ
れ
を
尊

重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
人
も
、
法
律
が
命
じ
な
い
こ
と
を
行
う
の
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
人
民
の
名
に
お

い
て
、
裁
判
は
独
立
で
あ
る
。
警
察
力
は
、
法
律
の
尊
重
及
び
裁
判
の
決
定
を
保
障
す
る
。

社
会
的
二
回
は
、
個
人
及
び
家
族
に
対
し
て
、
そ
の
発
展
に
必
要
な
条
件
を
保
障
す
る
。

共
和
国
は
、
す
べ
て
の
者
に
対
し
、
個
人
及
び
財
産
の
安
全
を
保
障
す
る
。

共
和
国
は
、
そ
の
権
能
の
あ
る
部
分
を
共
同
で
行
使
す
る
こ
と
を
自
由
に
選
択
し
た
国
家
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体

す
べ
て
の
人
間
は
、
人
種
、
宗
教
及
び
信
仰
に
よ
る
差
別
な
く
、
譲
り
渡
す
こ
と
の
で
き
な
い
権
利
を
有
す
る
。
共
和
国
の
領
土
に
お

共
和
国
の
言
語
は
、

フ
ラ
ン
ス
語
で
あ
る
。
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平
等 人

は
み
な
、
所
有
権
を
有
す
る
財
産
を
尊
重
さ
れ
る
権
利
を
有
す
る
。

法
律
の
定
め
る
条
件
の
も
と
、
立
候
補
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

人
は
み
な
、
そ
の
私
生
活
を
尊
重
さ
れ
る
権
利
を
有
す
る
。

い
て
、
こ
の
権
利
は
各
人
に
保
障
さ
れ
、
人
は
み
な
そ
の
権
利
を
尊
重
す
る
義
務
を
負
う
。

と
義
務
の
ほ
か
、
人
民
の
代
表
の
選
挙
に
参
加
す
る
権
利
及
び
国
防
に
協
力
し
又
は
陪
審
に
参
加
す
る
義
務
を
伴
う
。

人
間
は
、
自
由
か
つ
権
利
に
お
い
て
平
等
に
生
ま
れ
、
存
在
す
る
。

自
由
と
は
、
他
人
を
害
し
な
い
す
べ
て
の
こ
と
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
市
民
の
資
格
に
は
、
個
人
の
権
利

人
に
対
し
て
払
う
べ
き
敬
意
は
、
そ
の
尊
厳
を
害
す
る
す
べ
て
の
こ
と
を
禁
止
す
る
。
人
間
の
身
体
は
不
可
侵
で
あ
る
。

何
人
も
、
そ
の
表
明
が
公
序
を
乱
さ
な
い
限
り
、
そ
の
意
見
に
よ
っ
て
咎
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
す
べ
て
の
市
民
は
、
法
律
で
定
め

た
自
由
の
乱
用
に
該
当
し
な
け
れ
ば
、
自
由
に
意
思
を
表
明
し
、
書
き
、
出
版
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

何
人
も
、
法
律
の
定
め
る
事
由
と
手
続
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
起
訴
さ
れ
、
逮
捕
さ
れ
、
又
は
拘
留
さ
れ
な
い
。

人
は
み
な
、
裁
判
で
有
罪
と
判
断
さ
れ
る
ま
で
は
、
無
罪
と
推
定
さ
れ
る
。

人
は
み
な
、
団
体
を
作
り
、
又
は
そ
の
選
択
す
る
団
体
に
参
加
す
る
自
由
を
持
つ
。
人
は
み
な
、
自
由
に
政
党
又
は
政
治
団
体
に
加
入

し
、
労
働
組
合
活
動
に
よ
っ
て
そ
の
権
利
及
び
利
益
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
八
歳
以
上
で
あ
っ
て
、
市
民
権
を
享
有
す
る
す
べ
て
の
フ
ラ
ン
ス
市
民
は
、
選
挙
人
と
な
る
。
選
挙
人
の
資
格
を
持
つ
市
民
は
み
な
、

す
べ
て
の
市
民
は
、
性
、
出
自
、
人
種
又
は
宗
教
に
よ
る
差
別
な
く
、
法
の
前
に
平
等
で
あ
る
。
法
律
は
、
保
護
す
る
た
め
で
あ
れ
、

自
由
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年

月

日

八‘、ガ

男
性
と
女
性
は
、
す
べ
て
の
分
野
で
同
じ
権
利
を
持
つ
。

共
和
国
は
、
選
挙
の
権
限
、
公
選
に
よ
る
職
並
び
に
職
業
上
の
及
び
社
会
的
な
要
職
へ
の
女
性
と
男
性
の
平
等
な
ア
ク
セ
ス
を
支
援
す

配
偶
者
の
い
ず
れ
も
、
自
由
に
職
業
活
動
を
行
い
、
収
入
を
受
け
取
り
、
共
通
の
負
担
を
し
た
後
は
、
思
い
通
り
に
そ
れ
を
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

両
親
は
、
共
同
で
親
権
を
行
使
す
る
。
彼
ら
は
、
子
ど
も
に
教
育
を
与
え
、

そ
の
将
来
に
備
え
る
。

教
育
は
、
男
女
を
問
わ
ず
一
六
歳
に
な
る
ま
で
の
子
ど
も
の
た
め
の
義
務
で
あ
る
。
す
べ
て
の
段
階
に
お
け
る
無
料
か
つ
宗
教
か
ら
分

フ
ラ
ン
ス
市
民
は
平
等
で
あ
り
、
そ
の
能
力
に
応
じ
て
、
す
べ
て
の
公
職
に
就
く
こ
と
が
で
き
る
。

す
べ
て
の
フ
ラ
ン
ス
市
民
は
、
国
の
防
衛
及
び
国
家
の
統

一
に
協
力
す
る
。

フ
ラ
ン
ス
人
の
資
格
を
得
た
者
が
国
防
の
義
務
を
果
た
さ
ず
、
又
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
基
本
的
な
利
益
に
反
す
る
行
為
を
し
た
場
合
に
は
、

各
人
は
み
な
、
そ
の
資
力
に
応
じ
、
租
税
及
び
社
会
保
険
料
を
支
払
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
の
支
出
に
拠
出
す
る
義
務
を
負
う
。

国
は
、
す
べ
て
の
者
に
対
し
、
健
康
の
保
護
、
母
性
の
安
全
及
び
休
暇
の
権
利
を
保
障
す
る
。
す
べ
て
の
者
は
、
年
齢
、
身
体
又
は
精

神
の
状
態
、
経
済
的
状
況
に
よ
っ
て
働
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
共
同
体
か
ら
生
存
に
適
切
な
手
段
を
手
に
入
れ
る
権
利
を
有
す
る
。

フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
は
く
奪
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

貢
献

離
さ
れ
た
公
教
育
の
組
織
化
は
、
国
家
の
義
務
で
あ
る
。

る。 罰
す
る
た
め
で
あ
れ
、
す
べ
て
の
者
に
対
し
て
同
じ
で
あ
る
。
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で
崩
壊
し
た
。
六
五
年
間
続
い
た
第
一
二
共
和
政
(
-
八
七
五
ー

一
九
四

0
)
で
は
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
(
-
八
八
一
年
）
、
モ
ロ
ッ
コ

二
年
）
を
保
護
領
化
す
る
な
ど
植
民
地
支
配
を
強
化
拡
大
し
た
が
、
最
後
は
逆
に
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
侵
攻
さ
れ
、
ヴ
ィ
シ
ー
政
権
の
樹

一
八
五
一
）

は
、
そ
の
初
代
大
統
領
の
ル
イ
・
ナ
ポ
レ
オ
ン

（
イ
）
若
干
の
コ
メ
ン
ト

市
民
憲
章
は
、
「
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
」
及
び
「
フ
ラ
ン
ス
人
」
で
あ
る
こ
と
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
国
の
公
式
見
解
で
あ
る
。
日
本
人
に
な

じ
み
の
深
い
フ
ラ
ン
ス
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、

冒
頭
に
、

を
掲
げ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
原
則
と
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
は
、

日
本
人
が
一
般
的
に
抱
い
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
と
は
や
や
異

一
七
八
九
年
八
月
二
六
日
の
人
権
宣
言
及
び
歴
史
的
に
受
け
継
が
れ
た
民
主
的
諸
原
則

一
七
八
九
年
の
革
命
以
降
、
二
度
の
帝
政
と

二
度
の
王
政
復
古
、
さ
ら
に
は
ヒ
ト
ラ
ー
に
よ
る
侵
略
と

ヴ
ィ
シ
ー
政
権
の
誕
生
と
い
う
砂
鉄
を
経
験
し
、
四
度
に
わ
た
っ
て
共
和
政
を
再
建
し
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
い
う

「
フ
ラ
ン

ス
」
と
は
、
王
政
や
帝
政
を
排
除
し
た

「共
和
国
と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
」
で
あ
り
、
「
歴
史
的
に
受
け
継
が
れ
た
民
主
的
諸
原
則
」
と
は
、

五
度
の
共
和
政
に
お
い
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
民
主
的
原
則
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
一
九

し
か
し
同
時
に
、
次
の
よ
う
な
共
和
政
の
歴
史
も
認
識
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
す
な
わ
ち
、
第

一
共
和
政
(
-
七
九
―
―
―
_
-

八
0
四
）
は
、
皇
帝
ナ
ポ
レ
オ
ン
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
（
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
）
の
第
一
帝
政
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
、
第
二
共
和
政
(
-
八
四
八
ー

(
a
)
共
和
国
の
意
義

な
る
フ
ラ
ン
ス
の
姿
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

申
請
者
氏
名

署
名

（
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
二
世
）
が
自
ら
起
こ
し
た
ク
ー
デ
タ
に
よ
っ
て
わ
ず
か
三
年
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し
て
い
る
の
が
目
を
引
く
。

立
に
よ

っ
て
幕
を
閉
じ
た
。
戦
後
の
第
四
共
和
政
（
一
九
四
六

ー
一
九
五
八
）
は、

こ
れ
を
「
戦
争
（
磨
e
r
r
e
)
」
で
は
な
く
事
件

(
e
v
e
n
e
m
e
n
t
s
)
と
呼
ん
で
い
た
。）

領
の
権
限
を
強
化
し
た
現
在
の
第
五
共
和
政
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。

ア
ル
ジ

ェ
リ
ア
独
立
戦
争
（
当
時、

（
第
五

フ
ラ
ン
ス
は
、

へ
の
対
応
な
ど
で
統
治
上
の
欠
陥
を
露
呈
し
、
大
統

次
に
、
共
和
国
の
シ
ン
ボ
ル
と
さ
れ
て
い
る
国
旗
、
国
歌
、

《
自
由
、
平
等
、
貢
献
》
及
び
革
命
記
念
日
の
七
月

一
四
日

(Q
u
a
t
o
r
z
e

Juill
et)

は
日
本
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
《
マ
リ
ア
ン
ヌ
》
が
シ
ン
ボ
ル
的
肖
像
で
あ
る
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
彼
女

は
、
自
由
と
共
和
政
を
象
徴
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

0
共
和
国
の
シ
ン
ボ
ル
的
肖
像

「
マ
リ
ア
ン
ヌ
」(laique)

、
民
王
的
か
つ
社
会
的
な
―
つ
の
共
和
国
で
あ
る
こ
と
は
、
第
五
共
和
国
憲
法
第

一
条
で
定
め
て
い
る
が
、
市
民
憲
章
で
は
、
「
不
可
分
」
、
「政
教
分
離
」
、

「
民
主
的
」
及
び
「
社
会
的
」
の
意
味
を
わ
か
り
や
す
く
解
説
し

て
い
る
。
「
民
王
的
」
に
関
し
、
「
法
律
は

一
般
意
思

(
v
o
l
o
n
t
e
g
e
n
e
r
ale
)
 

フ
ラ
ン
ス
が
、
不
可
分
で
、
政
教
分
離
の

2017年 24 

の
表
明
」
で
あ
る
と
し
て
、

ル
ソ
ー
の
社
会
契
約
論
を
引
用

ま
た
、
平
等
に
関
し
て
は
、
男
女
の
平
等
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
両
性
の
法
の
前
の
平
等
を
保
障
す
る
だ
け
で
な
く
、

公
職
や
職

業
的
・
社
会
的
要
職
へ
の
両
性
の
平
等
な
ア
ク
セ
ス
を
支
援
す
る
と
し
て
、
よ
り
積
極
的
な
女
性
の
平
等
の
促
進
を
謳
っ
て
い
る
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(18
)
 

多
言
語
の
使
用
を
公
式
に
認
め
る
か
ど
う
か
は
、
多
文
化
主
義
か
同
化
主
義
か
の
重
要
な
分
岐
点
と
な
る
。

和
国
憲
法
第
一
一条
で
フ
ラ
ン
ス
語
を
共
和
国
の
言
語
と
定
め
、
単
ニ
―
-
E

語
主
義
を
と
っ
た
。
も
っ
と
も
、

ク
語
、
ブ
ル
ト
ン
語、

七
五
I

一
条
に
よ

っ
て
、

こ
れ
に
関
連
し
、

会
で
採
択
さ
れ
て
い
る
。

関
す
る
ヨ

ー
ロ

ッ
パ
憲
章

(
C
h
a
rte
e
u
r
o
p
e
e
n
n
e
 d
e
s
 l
a
n
g
u
e
s
 r
e
g
i
o
n
a
l
e
s
 o
u
 m
i
n
o
r
i
t
a
i
r
e
s
)
」
が

一
九
九
二
年
に
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
評
議

フ
ラ
ン
ス
は
こ
れ
に
署
名
し
た
も
の
の
、
こ
れ
を
批
准
す
る
た
め
に
提
案
さ
れ
た
「
地
域
言
語
の
イ
マ
ー
ジ
ョ

ン
教
育
の
た
め
の
法
律
案
」

(proj
e
t
d
e
 Joi p
o
u
r
 l'e
n
s
e
i唇
e
m
e
n
t
i
m
m
e
r
sif d
e
s
 

Ian磨
e
s
r
e
gion
a
les)

は
、
二

0
一
六
年

一
月

一
四

日
の
国
民
議
会
の
委
員
会
で
賛
成
―

――
-
、
反
対
一
四
の
僅
差
で
否
決
さ
れ
て
い
る
。
反
対
派
の
理
由
の
―
つ
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
が
共
和
国

(19
)
 

の
言
語
で
あ
り
、
共
和
国
は

一
に
し
て
不
可
分
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

(

C

)

市
民
の
義
務

日
本
で
は
、

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
第
五
共

フ
ラ
ン
ス
本
土
だ
け
で
、
バ
ス

カ
タ
ロ
ニ
ア
語
な
ど

一
0
の
地
域
言
語

(la
n
唇
e
s
r
e
gio
n
ales
)
が
あ
る
が
、

こ
れ
ら
は
、

第
五
共
和
国
憲
法
第

フ
ラ
ン
ス
の
遺
産

(
p
a
t
r
i
m
o
i
n
e)

と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

ヨ
ー
ロ

ッ
パ
に
お
け
る
地
域
言
語
や
少
数
言
語
を
保
護
し
、
援
助
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
「
地
域

・
少
数
言
語
に

フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
語
る
場
合
に
自
由
や
権
利
の
保
障
が
強
調
さ
れ
が
ち
だ
が
、
市
民
憲
章
で
は
、
市
民
の
義
務
に
つ
い

て
も
定
め
て
い
る
。
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、

フ
ラ
ン
ス
人
に
な
る
こ
と
に
は
、
自
由
や
権
利
の
享
受
だ
け
で
な
く
、
義
務
が
伴
う
。

市
民
憲
章
で
掲
げ
ら
れ
て
い

る
義
務
に
は
、
他
人
の
権
利
を
尊
重
す
る
義
務
の
ほ
か
、
国
防
に
協
力
す
る
義
務
、
陪
審
に
参
加
す
る
義

(b
)
単
一
言
語
主
義

共
和
国
憲
法
第
一
条
第
二
項）
。
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条）。
を
定
め
て
い
る

フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
は
く
奪
で
き
る
こ
と
を
定
め
て
い
る

務
、
さ
ら
に
、
子
ど
も
が
教
育
を
受
け
る
義
務
、
国
家
の
統

一
に
協
力
す
る
義
務
、
税
及
び
社
会
保
険
料
を
支
払
い
国
の
支
出
に
貢
献
す

る
義
務
が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
義
務
は
、
第
五
共
和
国
憲
法
で
具
体
的
に
定
め
て
い
る
の
で
は
な
く
、
個
別
の
法
律
で
そ
の
内
容

こ
れ
ま
で
日
本
で
は
、

fraternite
は
「
博
愛
」
や
「
友
愛
」
と
訳
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
市
民
憲
章
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
か
ら

す
る
と
、
国
家
な
い
し
共
同
体
を
家
族
的
な
関
係
と
捉
え
た
上
で
、
そ
の
構
成
員
が
互
い
に
助
け
合
い
、
力
を
合
わ
せ
て
国
家
や
共
同
体

を
維
持
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、

日
本
語
で
表
わ
す
な
ら
、
国
や
共
同
体
に
対
す
る
「
貢
献
」
と
い
う
訳
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、

c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
も
「
貢
献
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
方
的
な
拠
出
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
い
。
ま

た
、
類
語
に
「
連
帯

(sol
idarit
e)
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
利
益
共
同
的
な
関
係
に
あ
る
人
々
が
何
ら
か
の
義
務
で
結
び
つ
く
こ
と
を
意
味

(20
)（

21
)
 

し
て
い
る
。

「
貢
献
」
の
具
体
的
内
容
と
し
て
は
、
国
の
防
衛
や
国
家
の
統
一
に
協
力
す
る
義
務
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
義
務
に
違
反
し
た
場
合

ク）ま、

ヽ

フ
ラ
ン
ス
国
籍
が
は
く
奪
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
実
際
、
民
法
典
は
、
国
家
の
基
本
的
利
益
の
侵
害
と
な
る
犯
罪
に
よ
り
、
又
は

兵
役
法
典
の
義
務
を
免
れ
て
有
罪
判
決
を
受
け
た
場
合
に
は
、

ま
た
、
各
人
は
、
税
及
び
社
会
保
険
料
を
支
払
う
こ
と
に
よ
っ
て
国
の
支
出
に
拠
出
す
る
義
務

(
d
e
v
o
i
r
d
e
 c
o
n
tribu
e
r
 a
u
x
 d
e
,
 

p
e
n
s
e
s
 d
e
 la
 Na
t
i
o
n
)

が
あ
り
、
他
方
、
国
は
健
康
の
保
護
、
母
性
の
安
全
及
び
休
暇
の
権
利
を
保
障
し
、
共
同
体
は
、
働
く
こ
と
が
で

き
な
い
と
き
に
適
切
な
生
活
手
段
を
手
に
入
れ
る
権
利
を
保
障
す
る
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
人
々
の
税
や
社
会
保
険
料
の
拠
出
を
前

(d
)
「
博
愛
」
で
は
な
く

「貢
献」

（
第
五
共
和
国
憲
法
第
三
四
条
第
一
項
）
。

（
同
法
典
第
二
五
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活
し
、

フ
ラ
ン
ス
の
教
育
を
受
け
て
い
る
者
は
、

で
定
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、

フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
、

提
に
、
健
康
保
護
、
母
性
の
安
全
及
び
休
暇
は
国
に
対
す
る
権
利
と
し
て
、
生
存
に
適
切
な
手
段
は
共
同
体

(collectivite)

(
こ
れ
に
は

社
会
保
障
金
庫
も
含
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
）
に
対
す
る
権
利
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
保
障
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

(22) 

な
お
、
「
貢
献
」
に
関
連
し
、
本
年
一
月
、

「平
等
と
市
民
権
に
関
す
る
二

0
一
七
年
一
月
二
七
日
の
法
律
」
が
成
立
し
た
。
そ
の
第
ー

編
第
一
章
「
貢
献

(fraternite)

を
発
展
さ
せ
る
た
め
す
べ
て
の
市
民
の
共
和
国
と
の
契
約
を
促
進
す
る
」
で
は
、
新
た
に
「
市
民
予
備

役

(
r
e
s
e
r
v
e
civique)
」
を
導
入
し
、
生
涯
を
通
じ
た
市
民
予
備
役
活
動
を
制
度
化
し
て
い
る
。
こ
の
予
備
役
活
動
は
、
任
意
的
性
格
の

一
時
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
活
動
の
内
容
は
、
国
防
や
治
安
の
ほ
か
、
教
育
活
動
や
環
境
、
国
際
協
力
な
ど
多
様
な
分
野
が
予
定
さ
れ

フ
ラ
ン
ス
共
同
体
へ
の
同
化
を
求
め
る
「
同
化
要
件
」
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、
原
則
と
し
て
、
当
局

の
決
定
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
国
籍
の
取
得
、

つ
ま
り
帰
化
の
場
合
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
婚
姻
を
理
由
と
す
る
場
合

(
2
（
イ
）
（
b
））

と
こ
ろ
で
、
生
地
主
義
の
中
心
的
規
定
で
あ
る

2
（
イ
）
（
C

）
「
フ
ラ
ン
ス
で
の
出
生
と
居
住
を
理
由
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
国
籍
の
取
得
」

一
歳
以
降
少
な
く
と
も
五
年
間
フ
ラ
ン
ス
に
常
居
所
を
有
し
、
か
つ
、
成
人
の
時

点
で
フ
ラ
ン
ス
に
居
住
し
て
い
る
者
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
者
に
フ
ラ
ン
ス
人
と
な
る
こ
と
を
認
め
る
の
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
価
値
観
等
を
共
有
し
て
い
る
蓋
然
性
が
高
い
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
事

よ、
9

J

 

フ
ラ
ン
ス
共
同
体
へ
の
同
化
が
消
極
要
件
と
さ
れ
て
い
る
。

2
 

(
1
)
 

(
2
)
 

て
い
る
。

で
検
討
し
た
よ
う
に
、

フ
ラ
ン
ス
的
同
化
思
想
と
血
統
の
希
薄
化

4

終
わ
り
に

フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
、
生
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実
に
基
づ
き
、

様
の
考
え
方
、

つ
ま
り
、

フ
ラ
ン
ス
人
に
な
る
た
め
に
は
、

一
八

0
四
年
の
民
法
典
制
定
の
際
、
生
地
主
義
を
主
張
し
た
ナ
ポ
レ

い
わ
ば
「
み
な
し
同
化
」
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
根
底
に
も
、
帰
化
の
場
合
と
同

フ
ラ
ン
ス
語
を
話
し
、

フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
、
文
化
、
社
会
を
理
解
し
、
そ
の

基
本
的
な
価
値
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
（
以
下
こ
れ
を
「
フ
ラ
ン
ス
的
同
化
思
想
」
と

い
う
。）

が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

帰
化
の
場
合
に
は
、
こ
れ
を
申
請
者
の
知
識
の
確
認
と
市
民
憲
章
へ
の
同
意
に
よ
っ
て
根
拠
付
け
た
の
に
対
し
、
生
地
主
義
の
場
合
に
は
、

フ
ラ
ン
ス
で
の
出
生
及
び

一
定
期
間
の
生
活
と
い
う
事
実
で
根
拠
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
生
地
主
義
を
拡
大
し
た
一
八
八
九
年
六
月
二

フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
、
育
っ
た
子
は
、

フ
ラ
ン
ス
と
強
い
つ
な
が
り
で
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
拡

同
様
に
、

2

（イ
）（
d
）
「
国
籍
申
請
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
国
籍
の
取
得
」
の
場
合
も
、
「
み
な
し
同
化
」
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
な

ぜ
な
ら
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
単
純
養
子
と
な
っ
た
子
、
少
な
く
と
も
五
年
間
フ
ラ
ン
ス
人
に
育
て
ら
れ
た
子
（
①
）
、

1
0
年
間
フ
ラ
ン
ス
人

の
身
分
占
有
を
享
受
し
た
者

（②）
、
少
な
く
と
も
二
五
年
前
か
ら
合
法
的
、
恒
常
的
に
フ
ラ
ン
ス
に
居
住
し
て
い
た
者
（
③）

な
ど
、
い

ず
れ
も
相
当
期
間
に
わ
た
る
フ
ラ
ン
ス
で
の
居
住
や
生
活
の
事
実
を
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
認
め
る
根
拠
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
民
法
典
は
、
共
同
体
へ
の
同
化
を
明
示
的
に
求
め
て
い
る
場
合
は
当
然
と
し
て
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
も
、
実
質
的

に
同
化
に
準
じ
る
と
み
な
せ
る
場
合
に
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
認
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
そ
の
淵
源
は
、
血
統
主
義
に
基
づ
く

フ
ラ
ン
ス
国
籍
取
得
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、

オ
ン
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
に
対
し
、
老
法
律
家
ト
ロ
ン
シ
ェ
は
、
家
族
が
そ
の
姓
を
代
々
受
け
継
ぐ
よ
う
に
国
籍
も
血
統
に
よ

っ
て
受
け
継
が

(24) 

れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
血
統
主
義
を
主
張
し
、
立
法
府
も
そ
れ
に
賛
成
し
た
が
、
こ
れ
は
、
「
同
化
」
よ
り
も
強
い
絆
で
結
ば
れ
た
「
血

し
か
し
同
時
に
、
民
法
典
は
、
そ
の
制
定
時
か
ら
、

統
共
同
体
」
が
フ
ラ
ン
ス
国
の
基
礎
と
な
る
べ
き
こ
と
を
宣
言
し
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
で
生
れ
た
外
国
人
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
定
住
す
る
意
思
の
届
出
と

六
日
の
国
籍
に
関
す
る
法
律
で
も
、

(23) 

大
の
理
由
と
し
て
い
た
。
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化
し
た
場
合
に
、

定
住
の
事
実
を
要
件
と
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
人
の
資
格
を
請
求
す
る
権
利
を
認
め
て
お
り
、
そ
の
後
も
生
地
主
義
に
よ
る
国
籍
取
得
を
広
く

認
め
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
生
地
主
義
に
よ
っ
て
外
国
人
が
フ
ラ
ン
ス
人
と
な
り
、
そ
の
子
は
血
統
主
義
に
甚
づ
い
て
フ
ラ
ン
ス
人
に
な

る
と
い
う
よ
う
に
生
地
主
義
と
血
統
主
義
が
交
錯
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
、

「血
統
」
そ
の
も
の
の
希
薄
化
が
進
む
こ
と
に
な
る
。
こ
の
た

め
、
生
地
主
義
か
血
統
主
義
か
と
い
う
議
論
を
し
て
も
、
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
を
ど
こ
に
求
め
る
か
と
い
う
政
治

(25
)
 

的
な
レ
ト
リ
ッ
ク
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
フ
ラ
ン
ス
的
同
化
思
想
」
の
基
礎
に
あ
る
の
は
、
市
民
憲
章
に
示
さ
れ
た
共
和
国
的
価
値
や
原
則
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
人
に
な
る
た
め

に
は
、
こ
れ
ら
の
価
値
や
原
則
に
同
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
生
地
主
義
の
導
入
に
よ
っ
て
多
く
の
外
国
人
が
フ
ラ
ン
ス
人

に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

フ
ラ
ン
ス
と
い
う
国
家
は
、
こ
れ
ら
共
和
国
的
価
値
や
原
則
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
て
い
る
国
家
と
い

(26
)
 

う
こ
と
に
な
り
、
共
和
国
的
価
値
共
同
体
と
し
て
の
国
家
と
い
う
も
の
を
観
念
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
価
値
共
同
体
と
し
て
の
国
家
は
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、
そ
の
限
界
を
露
呈
す
る
。
そ
の
一
っ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体

(
E
u
)

と
の
関
係
で
あ
る
。
市
民
憲
章
で
は
、
共
和
国
は

E
u
に
参
加
し
、
そ
の
権
能
の
あ
る
部
分
を
共
同
で
行
使
す
る
と
宣
言
し
て
い
る
。
ま

た
、
「
市
民
の
手
引
き
」
に
も
、
フ
ラ
ン
ス
市
民
は

E
u市
民
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
の

E
u離
脱
の
例
を
挙
げ

る
ま
で
も
な
く
、

E
uと
フ
ラ
ン
ス
の
利
害
が
常
に
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
も
し
、
今
後

E
uと
の
関
係
で
受
け
る
不
利
益
が
極
大

フ
ラ
ン
ス
は
、
自
国
の
多
大
な
不
利
益
を
甘
受
し
て
も

E
u
と
の
共
同
体
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
の
場

合
に
守
る
べ
き
共
和
国
的
価
値
と
は
何
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

他
の
一
っ
は
、
共
和
国
の
価
値
に
同
意
せ
ず
、
さ
ら
に
は
こ
れ
を
否
定
す
る
フ
ラ
ン
ス
人
の
存
在
で
あ
る
。

2

(
2
)
価
値
共
同
体
と
し
て
の
共
和
国
と
そ
の
限
界

（
イ
）
（
C
)

「
フ
ラ
ン
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注
ス
で
の
出
生
と
居
住
を
理
由
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
国
籍
の
取
得
」
の
場
合
、
出
生
と
居
住
と
い
う
事
実
だ
け
で
「
み
な
し
同
化
」
を
し
て
お

り
、
共
和
国
的
価
値
へ
の
明
示
的
な
同
意
を
求
め
て
い
な
い
。
ま
た
、
明
示
的
に
同
意
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
真
意
に
基
づ
く
も
の
と

は
限
ら
な
い
し
、
そ
の
後
に
価
値
観
が
変
わ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
生
地
主
義
に
基
づ
き
フ
ラ
ン
ス
人
に
な

っ
て
も
、
母
国

の
宗
教
や
慣
習
に
し
た
が
っ
て
外
国
籍
の
親
や
友
人
と
同
じ
世
帯
や
地
域
で
生
活
を
続
け
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
生
活
し

て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
共
和
国
的
価
値
に
同
意
し
た
と
み
な
せ
る
と
は
限
ら
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、

「市
民
の
手
引
き
」
で
フ
ラ
ン
ス

の
歴
史
や
文
化
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
植
民
地
帝
国
フ
ラ
ン
ス
の
か
つ
て
の
被
支
配
民
に
と
っ
て
は
、
祖
国
が
蹂
躙
さ
れ
た
歴
史
や
文

化
を
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス
ラ
ム
教
と
い
う
数
世
紀
に
わ
た
る
軋
礫
を
背
景
に
、

I
S
（
イ
ス
ラ
ム
国
）
な
ど

イ
ス
ラ
ム
過
激
派
へ
の
敵
視
が
穏
健
な
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
対
す
る
迫
害
に
つ
な
が
る
可
能
性
は
、
常
に
存
在
す
る
。

こ
れ
ら
の
歴
史
的
、
社
会
的
要
因
は
容
易
に
除
去
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
な
い
以
上
、
価
値
共
同
体
の
根
幹
を
な
す
フ
ラ
ン
ス
共
和
国

的
価
値
は
、
社
会
の
変
化
の
中
で
そ
の
妥
当
性
が
問
わ
れ
続
け
る
こ
と
に
な
る
。

※
本
研
究
は
、
科
学
研
究
費
助
成
事
業

（課
題
番
号
2
6
3
8
0
0
8
4
)

の
助
成
を
受
け
て
い
る
。

(l
)
江
口
隆
裕
「
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
憲
法
と
多
文
化
主
義
ー

マ
レ
ー
シ
ア
連
邦
憲
法
の
継
受
と
否
定
ー
」
神
奈
川
法
学
第
四
九
巻
第
一

・
ニ

・
三
合
併
号

（二

0
一
七
年
）

一
ー
七
二
頁
。

(2
)
文
化
社
会
論
の
立
場
か
ら
、
同
様
の
問
題
意
識
に
基
づ
き
書
か
れ
た
も
の
と
し
て
、

三
浦
信
孝
「
現
代
フ
ラ
ン
ス
を
読
む
」
（
大
修
館
書
店
、
二
0
0
ニ
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年
）
ニ
―

0
頁
以
下
。

(
3
)
L
O
I
 n
'
9
3
-
9
3
3
 d
u
 2
2
 juillet 
1
9
9
3
 r
e
f
o
r
m
a
n
t
 le 
dro1t d
e
 la 
nationalite. 

(
4
)
江
口
隆
裕
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
移
民
政
策
の
展
開
ー
マ
グ
レ
ブ
と
の
関
係
を
中
心
に
ー
（
二
）
」
神
奈
川
法
学
第
四
七
巻
第
一
号
（
―

I
O
I
四
年
）
―
――

八
ー
四
一
頁
。

(
5
)

一
七
九
一
年
憲
法
で
は
「
能
動
的
市
民
」
と
「
フ
ラ
ン
ス
市
民
」
と
い
う
用
語
を
用
い
て
い
た
が
、
一
七
九
一＿
一
年
憲
法
以
降
の
憲
法
で
は
、
能
動
的
市
民

と
い
う
用
語
は
用
い
て
い
な
い
。
そ
の
後
も
、
「
フ
ラ
ン
ス
人

(frarn;ais
(e))
」
と
「
フ
ラ
ン
ス
市
民

(citoyen
(ne) s
 fran<;ais (e))
」
は
必
ず
し
も
統
一

的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
が
、
以
下
本
稿
で
は
、
理
解
の
便
宜
の
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
国
民
を
「
フ
ラ
ン
ス
人
」
と
、
フ
ラ
ン
ス
国
民
の
う
ち
政
治

的
権
利
主
体
と
な
る
者
を
「
フ
ラ
ン
ス
市
民
」
と
表
記
す
る
こ
と
と
す
る
。

(
6
)江
口
•
前
掲
注

(
4
)四
ニ
ー
四
―
―-
、
五0
頁
。

(
7
)
江
口
，
前
掲
注

(
4
)
四
四
ー
四
五
、
五

0
頁。

(
8
)江
口
•
前
掲
注

(
4
)四
六
ー
四

七
、
五
0
頁
。

(
9
)
江
口
，
前
掲
注

(
4
)
四
八
ー
四
九
頁
。

(10)
江
口

＇
前
掲
注

(
4
）
五
―

|
五
二
頁。

(11)

江
口
隆
裕
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
移
民
政
策
の
展
開
ー
マ
グ
レ
ブ
と
の
関
係
を
中
心
に
ー
（
四
）
」
神
奈
川
法
学
第
四
八
巻
第
一
号
（
―
IO
I
五
年
）
一

―
一
頁
。

(12)
山
口
俊
夫
編

「
フ
ラ
ン
ス
法
辞
典
J

(
東
京
大
学
出
版
会
、
—10
0
1
―
年
）
二
六
二
頁
。

(
1
3
)
D
e
c
r
e
t
 n
。9
3ー

1
3
6
2
d
u
 3
0
 d
e
c
e
m
b
r
e
 1
9
9
3
 relatif a
u
x
 d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
 d
e
 national
ite
,
 au

x
 decisions d
e
 naturalisation, d
e
 r
e
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
,
 de
 

perte, d
e
 d
e
c
h
e
a
n
c
e
 et d
e
 retrait d
e
 la 
nationalite fran<;aise. 

(
1
4
)
l
a
 circulaire n
。
N
O
R
I
O
C
N
1
1
3
2
1
1
4
C
 d
u
 3
0
 n
o
v
e
m
b
r
e
 2
0
1
1
 relative 
a
u
 n
iv
e
a
u
 d
e
 c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
 d
e
 la l
a
n
g
u
e
 fran<;aise r
e
q
u
i
s
 d
e
s
 

p
o
s
t
u
l
a
n
t
s
 a
 la 
nationalite fran<;aise. 

(
1
5
)
h
t
t
p
s
:
¥
¥
w
w
w
.
 

i
m
m
i
g
r
a
t
i
o
n
.
 interieur. g
o
u
v
.
 f
r
¥
A
c
c
u
e
i
l
,e
t
,
a
c
c
o
m
p
a
g
n
e
m
e
n
t
¥
L
a
,
n
a
t
i
o
n
a
l
i
t
e
'
f
r
a
n
c
a
i
s
e
¥
L
e
,livret,du、c
i
t
o
y
e
n
(20
17. 06. 

2
1
ア
ク
セ
ス
）

(
1
6
)
D
e
c
r
e
t
n
。
2
0
1
2
-
1
2
7
d
u
 3
0
 janvier 2
0
1
2
 a
p
p
r
o
u
v
a
n
t
 la c
h
a
r
t
e
 d
e
s
 droits et d
e
v
o
i
r
s
 d
u
 c
i
t
o
y
e
n
 fran<;ais p
r
e
v
u
e
 a
 !'ar
ticle 2
1
|
2
4
 d
u
 c
o
d
e
 

civil. 

(
1
7
)
l
a
 circulaire n
。
N
O
R
I
N
T
V
1
2
3
4
4
9
7
C
 d
u
 1
6
 o
c
t
o
b
r
e
 2
0
1
2
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(18
)
江
口
，
前
掲
注

(l
)
ニ
ニ
ー
ニ
三
頁
。

(
19
)
http"
ミ
w
w
w
.a
s
s
e
m
b
lee
,n
a
t
i
o
n
a
le
.fr¥
1
4¥
c
r
i¥
2
0
1
5
,
2
0
1
6
¥
2
0
1
6
0
1
0
2
.a
s
p
#
P
6
9
8
7
5
3

(2
0
1
7
.
6
.
2
1
ア

7
セ
ス
）
。
か6

お
、
フ
ラ
ン
ス
本
＇土
以
jt
の

海
外
県

，
領
土
に
は
六
五
の
地
域
言
語
が
あ
り
、
こ
れ
が
問
題
を
よ
り
複
雑
に
し
て
い
る
。

(
2
0
)
L
e
 N
o
u
v
e
a
u
 Petit R
o
b
e
r
t
 d
e
 la 
l
a
n
g
u
e
 f
r
a
n
c
a
i
s
e
◎

D
i
c
t
i
o
n
n
a
i
r
e
s
 L
e
 R
o
b
e
r
t
,
S
E
J
E
R
,
 2
0
0
8
 n
o
u
v
e
l
l
e
 e
d
iti
o
n
.
 

(21)
伊
奈
川
秀
和

「
フ
ラ
ン
ス
社
会
保
障
法
の
権
利
構
造
』（
信
山
社
、

二
0
1
0年
）
一
四
八
頁
は
、
「
友
愛
」
に
つ
い
て
、
実
定
法
上
明
確
な
位
置
付
け
を

付
与
さ
れ
た
概
念
で
は
な
く
、
連
帯
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
の
規
範
性
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
同
書
が
出
版
さ
れ
た
後
の
二
〇

―
―一
年

一
月
三

0
日
の
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
、
本
文
で
述
べ
た
市
民
憲
章
が
定
め
ら
れ
、
「
貢
献
」
の
内
容
が
明
ら
か
と
さ
れ
た
。
伊
奈
川
秀
和

「社
会
保
障

法
に
お
け
る
連
帯
概
念
ー

フ
ラ
ン
ス
と
日
本
の
比
較
分
析
ー
」
（信
山
社
、
二

0
一
五
年
）
四
五
ー
四
六
頁
で
は
、
連
帯
原
理
を

「貢
献
に
よ
る
連
帯
」
と

「
掃
属
に
よ
る
連
帯
」
に
分
け
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
が
、
市
民
憲
章
の
内
容
か
ら
す
る
と
、
「
貢
献
」
は
、
い
ず
れ
の
内
容
も
含
み
得
る
よ
う
に
み
え
る
。

(
22
)
L
O
I
 n
。
2
0
1
7
,
8
6
d
u
 2
7
 j
a
n
v
i
e
r
 2
0
1
7
 r
e
lative a
 l'e
g
alit
e
 et
 a
 la 
c
i
t
o
y
e
n
n
e
t
e
.
 

(23)
江
口
隆
裕

「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
移
民
政
策
の
展
開
ー

マ
グ
レ
ブ
と
の
関
係
を
中
心
に
ー

（
五
）
」
神
奈
川
法
学
第
四
八
巻
第
ニ
・
三
合
併
号
（
二

0
1

五
年
）

ニ
ニ
ー
ニ
三
頁
。

現
行
の
民
法
典
は
、

二
重
の
生
地
主
義
は
と
っ
て
い
な
い
が
、
そ
の
根
本
に
あ
る
考
え
方
は
変
わ
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

(24)
江
口
＇
前
掲
注

(
4
)
五
ニ
ー
五
四
頁
。

(
2
5
)
H
u
唇
e
s
F
u
l
c
h
i
r
o
n
,
 "L

e
s
 e
n
j
e
u
x
 c
o
n
t
e
m
p
o
r
a
i
n
s
 d
u
 d
r
o
it
 frarn;ai
s
 d
e
 la
 nationaliet a
 la
 l
u
m
i
e
r
e
 d
e
 s
o
n
 hi
stoire
", 
P
o
u
v
o
i
r
s
 1
6
0,
 20

1
7
,
 

p
 1

4
.
 

(26
)
I
b
i
d., 
p
p
 7
 e
t
 1
5
.
た
だ
し
、

F
u
l
c
h
i
r
o
n
は
、
価
値
や
原
則
に
よ
る
国
家
統
合
と
い
う
こ
と
自
体
、
現
実

(realite
)

と
い
う
よ
り
、
政
治
的
神
話

(m
y
t
h
o
l
o
g
ie
 politique
)

だ
と
す
る
。
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